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「働き方改革」セミナー
〇働き方改革のポイント

〇働き方改革関連助成金

〇カスタマーハラスメント対策

働き方改革サポートオフィス鳥取

宿泊業の方に向けた



① 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働
させてはならない。

② 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について
8時間を超えて、労働させてはならない。

＊ 特例措置：商業、映画･演劇業、保健衛生業、接客娯楽業のうち10人未満の労
働者を使用するものは週44時間とされる。

法定労働時間は

1日8時間

 法定労働時間

労働時間は、1週間について

40時間、1日について8時間を超

えてはなりません

労働基準法第32条（労働時間）
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「労働基準法」 労働時間



休日を与える単位となる「週」とは日

曜から土曜の一週間（暦週）に限らず、

継続した7日間であれば足ります。

使用者(企業)は労働者に、毎週少なくとも

1回の休日を与えなければなりません。

（労働基準法第35条第1項）

土日が休めるとは

限らない

休日とは、労働者が労働義務を負わな

い日をいいます。※土日祝日とは限りま

せん。
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「労働基準法」 休日



割増賃金の種類 割増率

時間外労働
時間外月60時間以下 25％以上

時間外月60時間超 50％以上

休日労働 35％以上

深夜業 25％以上

時間外＋深夜
時間外月60時間以下 50％以上

時間外月60時間超 75％以上

休日労働＋深夜 60％以上

「労働基準法」 割増賃金④ まとめ
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勤続年数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月

付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

【労働時間が短い者（週30時間未満）の付与日数】

週所定 年間所定 勤続年数

労働日数 労働日数 6か月 1年6か月 2年6か月 3年6か月 4年6か月 5年6か月 6年6か月

4日 169日～ 216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日

3日 121日～ 168日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日

2日 73日～ 120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日

1日 48日～ 72日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

補足④▶

6か月間継続雇用され、その間のすべての労働日（労働義務のある日）の8割以上を出勤
した場合は、10日間の年次有給休暇を得られます。

以後1年ごとに、その間の労働日の8割以上出勤した場合は、毎年、勤続年数に応じた年
次有給休暇を得ることができます。（労働基準法第39条）

【年次有給休暇の付与日数】
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年次有給休暇について



出典：厚生労働省パンフレット『過重労働による健康障害を防ぐために』１ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_07041.html
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時間外・休日労働時間と健康障害リスクの関係



「働き方改革」の全体像 働き方改革の基本的な考え方

働き方改革の基本的な考え方

「働き方改革」は、働く方々が、個々の事情に応じた多様で柔軟な働き方を、
自分で「選択」できるようにするための改革です。

日本が直面する「少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少」、「働く方々のニーズの多
様化」などの課題に対応するためには、投資やイノベーションによる生産性向上とと
もに、就業機会の拡大や意欲・能力を存分に発揮できる環境をつくることが必要です。

働く方の置かれた個々の事情に応じ、多様な働き方を選択できる社会を実現することで、
成長と分配の好循環を構築し、働く人一人ひとりがより良い将来の展望を持てるように
することを目指します。
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中小企業・小規模事業者の「働き方改革」 基本的な考え方と改革の必要性

中小企業・小規模事業者の「働き方改革」

「働き方改革」は、我が国雇用の７割を担う中小企業・小規模事業者において、着実に実施する
ことが必要です。
魅力ある職場とすることで、人手不足解消にもつながります。

職場環境の改善などの「魅力ある職場づくり」が人手不足解消につながることから、人手不足
感が強い中小企業・小規模事業者においては、生産性向上に加え、「働き方改革」による魅力
ある職場づくりが重要です。

取組に当たっては、「意識の共有がされやすい」など、中小企業・小規模事業者だからこその
強みもあります。

「魅力ある職場づくり」→「人材の確保」→「業績の向上」→「利益増」の好循環をつくる
ため、「働き方改革」により魅力ある職場をつくりましょう。

7



（改正前）

法律上は、時間外労働に上限なし

（行政指導のみ）。

１年間＝12か月

残業時間
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

上限なし

年間６か月まで

大臣告示による上限
（行政指導）

（改正後）

法律で時間外労働の上限を定め、これ
を超える時間外労働はできなくなる。

１年間＝12か月

年間６か月まで

残業時間(原則)
月45時間

年360時間

法定労働時間
１日８時間
週40時間

法律による上限(原則)

法律による上限(例外)
・年720時間
・複数月平均80時間＊
・月100時間未満＊

＊休日労働を含む

◆時間外労働の上限規制
時間外労働の上限を法律で罰則付きで規制

時間外労働の上限を法律で規制することは、1947年に制定された労働基準法において初めての大改革。
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３６協定の締結に当たって留意いただく事項

ポイント

○時間外労働・休日労働は必要最小限にとどめる。

○使用者は、３６協定の範囲内であっても労働者に対する安全配慮義務を
負うこと。
労働時間が長くなるほど過労死との関連性が強まることに留意。

○時間外労働・休日労働を行う業務の区分を細分化し、業務の範囲を明確
にすること。

○臨時的な特別の事情がなければ限度時間（月45時間・年360時間）を
超えられないこと。
限度時間を超える必要がある場合は、できる限り具体的に定めること。
限度時間にできる限り近づけること。

特別条項で延長する場合、月末２週間と翌月初２週間の４週間に160時間の時間外労
働を行わせるといったような、短期に集中して過重な労働となることは望ましくない
ことに留意してください。
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【現行制度】年次有給休暇の時季指定義務について

労働者 使用者

労働者の申出による取得（原則）

｢○月×日に休み
ます」

労働者が使用者に
取得時季を申出

使用者の時季指定による取得（新設）

使用者が労働者に
取得時季の意見を聴取

労働者の意見を尊重し
使用者が取得時季を指定

｢○月×日に休んで
ください」

労働者 使用者

年次有給休暇が年10日以上付与される労働者（管理監督者を含む）に対して、そのうちの年５日について使用者
が時季を指定して取得させることを義務づけ。

そもそも、労働者の申出による取得がしにくい

という状況がありました。

 我が国の年休取得率：52.4%（平成30年における取得率）注１

４/１
入社

１０/１ ４/１

10日付与
（基準日）

１０/１～翌９/３０までの１年間に５日
取得時季を指定しなければならない。

９/３０

（例）４/１入社
の場合

※平成31年４月１日施行
（令和５年における取得率は65.3％）注２

注１：平成31年就労条件総合調査より
注２：令和６年就労条件総合調査より
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年次有給休暇の時季指定義務のポイント

ポイント

○ 対象者は、年次有給休暇が年10日以上付与される労働者
（管理監督者を含む）

○ 労働者ごとに、年次有給休暇を付与した日（基準日）から１年以内に
５日について、使用者が取得時季を指定して与える

○ 労働者が自ら申し出て取得した日数や、計画的付与で取得した日数に
ついては、５日から控除することができる

○ 時季指定に当たっては、労働者の意見を聴取し、その意見を尊重する
よう努めなければならない

○ 労働者ごとに年次有給休暇管理簿を作成し、３年間保存

（例） 労働者が自ら５日取得した場合 ⇒ 使用者の時季指定は不要

労働者が自ら３日取得＋計画的付与２日の場合 ⇒ 〃

労働者が自ら３日取得した場合 ⇒ 使用者は２日を時季指定

計画的付与で２日取得した場合 ⇒ 〃 ３日 〃
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勤務間インターバル制度

労働時間等設定改善法（労働時間等の設定の改善に関する特別措置法）が改正され、
勤務間インターバル制度を導入することが、事業主の努力義務となっている。（施行日：平成31年４月１日）
注）「労働時間等設定改善法」は、事業主等に労働時間等の設定の改善に向けた自主的な努力を促すことで、

労働者がその有する能力を有効に発揮することや、健康で充実した生活を実現することを目指した法律。

勤務間インターバル制度の導入促進

導入マニュアル（全業種版） リーフレット

制度概要

勤務間インターバル制度とは、終業時刻から次の始業時刻の間に一定時間以上の休息時間（インターバル時間）を確保する仕組み。
この仕組みの導入を事業主の努力義務とすることで、労働者の十分な生活時間や睡眠時間を確保しようとするもの。

【 例：11時間の休息時間を確保するために、始業時刻を繰り下げたもの 】

労働時間
（休憩時間を含む） 残業時間 休息時間（11時間）

８時 17時 23時 ８時 10時21時

労働時間
（休憩時間を含む）

残業時間 休息時間（11時間）

勤務終了

始業

勤務開始
（始業）

勤務終了始業時刻 （終業時刻）

始業時刻を
繰り下げに

※「８時～１０時」までを「働いたものとみなす」
方法などもある。

12https://work-holiday.mhlw.go.jp/

働き方・休み方改善ポータルサイト 検 索

●業種別導入マニュアル、周知リーフレットの作成・周知
・都道府県、労使団体（220以上）に対する周知依頼

・業種別導入マニュアル
全業種版、ＩＴ業種版、建設業版、
高齢者福祉・介護事業種版、食料品製造業版

・周知リーフレット

●勤務間インターバル制度の導入に向けたシンポジウムの開催

https://work-holiday.mhlw.go.jp/


・健康維持に向けた睡眠時間の確保につながる

・生活時間の確保によりワーク・ライフ・バランスの実現に資する

・魅力ある職場づくりにより人材確保・定着につながる

・企業の利益率や生産性を高める可能性が考えられる

「勤務間インターバル制度普及促進のための有識者検討会報告書」 概要
～勤務間インターバル制度導入に向けたポイントをとりまとめ～

勤務間インターバル制度は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間の
休息を設定するもの

・勤務間インターバルは、十分な睡眠時間や生活時間の確保に資するもの

・睡眠時間の多寡が健康状況や作業能力に影響を及ぼすとの研究報告

・法令等の整備（制度導入を事業主の努力義務として規定）

➡制度導入の企業割合は1.8％と低調（「平成30年就労条件総合調査」(厚生労働省））

・導入事例集を活用し、行政機関はもとより地域の関係団体等と連携して制度の周知を行う

・制度導入の手順をまとめた「導入に向けたポイント」を参考に、更なる導入促進を図る

・助成金による導入支援を引き続き行うとともに、労務管理の専門家による相談支援を実施する

・関係省庁が連携を図りながら、取引環境の改善に向けた取組を一層推進する

➢普及に向けた取組

制度導入に当たっては、導入事例（20の導入企業例を掲載）等を参考にしつつ、
事業場ごとの事情を踏まえて検討してみましょう。
労使での話合いは検討の各ステップで重要です。

【各ステップにおける主な検討項目と留意事項】

・ 制度導入の検討・・・導入の目的、労使間の話合いの機会の整備

・ 制度設計の検討・・・対象者、休息時間数、休息時間が次の勤務時間に及ぶ

場合の勤務時間の取扱い、適用除外、時間管理の方法

・ 試行期間 ・・・・・制度の効果を検証

・ 検証・見直し ・・・問題の洗い出し、必要な見直し

・ 本格稼働 ・・・・・就業規則等の整備、一定期間後の見直し

➢導入に向けたポイント

・制度の認知度が低い

・制度導入の手順が分からない

・就業規則の整備等に係る経費負担

・突発的な業務が発生した際の代替要員の確保

➢普及に向けた課題

制
度
導
入
の
検
討

労
使
で
の
話
合
い

企
業
内
の
労
働
時
間
の

実
態
の
把
握

実
態
を
踏
ま
え
た

休
息
時
間
確
保
の

制
度
設
計
の
検
討

試
行
期
間

本
格
稼
働

導
入
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス

検
証･

見
直
し

再検証

「働き方改革実行計画」（平成29年3月28日働き方改革実現会議決定）において、勤務間
インターバル制度の普及促進に向けて、労使関係者を含む有識者検討会を
立ち上げることとされた。

➢導入によるメリット

➢検討に当たっての背景等
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2021年4月1日

副業・兼業における労働時間の通算について

（労働時間通算の原則的な方法）

企業も労働者も安心して副業・兼業を行え

るようにするためには、副業・兼業を行う

ことで、長時間労働にならないようにする

必要があります。

そのためには、企業は自社の労働時間を、

副業・兼業先の労働時間と通算するなど適

切な労務管理を行うことが大切です。
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基本的な事項

１

労働基準法の原則

労働基準法で、労働時間は原則として１週40時間、１日８時間を超えて労働させてはならないと定められています（法定労働

時間）。これを超えて労働者を働かせる場合には、36協定を締結し、労働基準監督署に届出を行う必要があります。

法定労働時間を超えて労働させた場合（法定外労働）には、割増賃金を支払う必要があります。

労働者が行う副業・兼業には、正社員、パート・アルバイトなどの企業に雇用される形で行うものと、フリーランス※など自ら

事業者として行うものとがあります。

労働基準法において、労働者が企業に雇用される形での副業・兼業を行った場合、労働時間を通算します。副業・兼業先の労

働時間を自社の労働時間と合わせて、自社での労働が、１週40時間または１日８時間を超える労働（法定外労働）に該当する

場合には、36協定の締結、届出、時間外労働に対する割増賃金の支払いが必要になります。

 所定労働時間とは事業場において定められた労働時間のことです。１週、または１日について、法定労働時間の１週40時間、

１日８時間を下回る時間が定められることもあります。

 所定労働時間を超えて労働させた場合（所定外労働）でも、１週、１日の労働時間数が、法定労働時間以下であれば、法律

上、36協定の締結、届出、割増賃金の支払いの義務は発生しません。

副業・兼業時における労働時間の通算

所定労働時間と法定労働時間の違い

※ フリーランスとして副業・兼業を実施する場合や、フリーランスとして副業・兼業者を受け入れる場合には、「フリーランスとして安心して働ける環境を整備する

ためのガイドライン」にもご留意ください。 15



原則的な労働時間通算の考え方①

２

労働時間通算の原則的な方法

他の事業場での労働時間について、労働者からの申告等がなかった場合には労働時間の通算は不要ですが、適切な労務管理の
ため、労働者が自己申告等をしやすい環境づくりに努めてください。

使用者は、自らの事業場における労働時間制度を基に、自らの事業場における労働時間と、労働者からの申告等により把握し

た他の使用者の事業場における労働時間とを通算します。

[イメージ図] 副業・兼業時における原則的な労働時間通算の考え方

使用者Ａ（先契約・先労働）：①所定労働時間３時間、③所定外労働３時間

使用者Ｂ（後契約・後労働）：②所定労働時間３時間、④所定外労働２時間 とした場合

原則どおりに①～④の順で足し合わせると（合計11時間）

・③のうちの１時間と④の２時間の合計３時間が法定外労働（１日８時間を超える労働）に該当

・AとＢはそれぞれ、36協定の締結、届出、割増賃金の支払いを行う必要あり

労働時間の通算は、原則的には以下の手順で行います。

手順①：所定労働時間の通算 ⇒先に契約をした方から、後に契約をした方の順に通算

手順②：所定外労働時間の通算⇒実際に所定外労働が行われる順に通算

⚫ 使用者は、副業・兼業に伴う労務管理を適切に行うため、副業・兼業の有無・内容を確認するための仕組みを設けておくことが

望まれます。（例：届出制など）

④Ｂ所定外
２時間

法定外労働
36協定、割増賃金必要

法定外労働
36協定、割増賃金必要

③Ａ所定外
３時間

②Ｂ所定
３時間

（うち、
１時間）

①Ａ所定
３時間

通算の結果、１週40時間、１日８時間を超える労働（法定外労働）に該当する場合、36協定による労働時間の延長や、割増賃

金の支払いが必要です。

実際の労働の順序
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原則的な労働時間通算の考え方②

３

⇒労働時間の通算の結果、使用者Ｂ（副業・兼業先）での労働は全て１週40時間、１日８時間を超える法定外労働に該当します。

事例①：使用者Ａの所定労働時間が法定労働時間（１週40時間または１日８時間）の場合

事例②：使用者Ａの所定労働時間が法定労働時間（１週40時間または１日８時間）に満たない場合

⇒いずれの労働が法定外労働に該当するか、日々の労働時間を通算して判断します。

具体例：労働者が使用者Ａ、使用者Ｂで以下のとおり働いたとした場合を、次ページで解説します。

所定労働時間
（契約の先後順に通算）

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

通算順①：使用者Ａ ５時間 ５時間 ５時間 ５時間

通算順②：使用者Ｂ ４時間 ２時間 ４時間 ２時間 ４時間 ４時間

所定労働時間の通算（㋐） ９時間 ７時間 ４時間 ７時間 ９時間 ４時間

所定外労働時間
（実際の労働順に通算）

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

通算順③：使用者Ａ １時間 ２時間 ２時間

通算順④：使用者Ｂ １時間

１日の労働時間の通算結果
（㋐＋③＋④）

９時間 ９時間 ４時間 ９時間 ９時間 ６時間

※ いずれの事例でも、使用者A、Ｂともに法定労働時間を１週40時間とします。

⚫ 使用者Ａ⇒先契約・先労働、使用者Ｂ（副業・兼業先）⇒後契約・後労働とした場合の、労働時間通算について、具体的事例

を踏まえながら説明します。

※ 使用者Ａ、使用者Ｂともに１週所定労働時間は20時間

所定労働時間 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

通算順①：使用者Ａ ８時間 ８時間 ８時間 ８時間 ８時間

通算順②：使用者Ｂ ４時間 １週40時間を超える労働に該当します。

具体例
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４

⇒月曜、金曜で、使用者Ｂの所定労働時間のうち１時間が、１日の法定労働時間である８時間を超え※、法定外労働に該当します。

ステップ①：所定労働時間の通算

所定労働時間 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

通算順①：使用者Ａ ５時間 ５時間 ５時間 ５時間

通算順②：使用者Ｂ ４時間 ２時間 ４時間 ２時間 ４時間 ４時間

所定労働時間の通算 ９時間 ７時間 ４時間 ７時間 ９時間 ４時間

所定労働時間 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

通算後の所定労働時間（㋐） ９時間 ７時間 ４時間 ７時間 ９時間 ４時間

ステップ②：所定外労働時間の通算

所定外労働時間 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

通算順③：使用者Ａ １時間 ２時間 ２時間

通算順④：使用者Ｂ １時間

１日の労働時間の通算（㋐＋③＋④） ９時間 ９時間 ４時間 ９時間 ９時間 ６時間

法定外労働時間 １時間 １時間 １時間 １時間 ２時間

確認１：１日の法定外労働時間

⇒火曜と木曜の労働時間が、１日の法定労働時間である８時間を超え、火曜では使用者Ｂの１時間の所定外労働が、木曜では使

用者Ａの２時間の所定外労働のうちの１時間が、法定外労働に該当します。

※ 所定労働時間の通算では１週40時間を超える法定外労働は発生していません。

確認２：１週の法定外労働時間

⇒１日の法定外労働時間を確認した後、１日の法定外労働として計算した時間を除いて※、１週の法定外労働時間を確認します。

土曜の労働時間は６時間で、１日の法定労働時間を超えませんが、使用者Ａの２時間の所定外労働は、１週の法定労働時間で

ある40時間を超過しているため、法定外労働に該当します。

※ ステップ①とステップ②の確認１で計算した「１日の法定外労働」に該当する時間（計４時間）を除くと、金曜までの労働時間は、36時間（月曜・火曜・木曜・

金曜各８時間（計32時間）＋水曜４時間）となります。そのため、土曜の所定労働時間４時間の労働を合わせると、36時間＋４時間で、40時間となります。 18



管理モデル（簡便な労働時間管理の方法）について①

１

管理モデルの基本的な考え方①

労働者が使用者Ａ（先契約）の事業場と使用者Ｂ（後契約）の事業場で、副業・兼業を行う場合、

使用者Ａでの「法定外労働時間」（１週40時間、１日８時間を超える労働時間）と、

使用者Ｂでの「労働時間」を合計して、

単月100時間未満、複数月平均80時間以内となるように、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定します。

使用者Ｂ：労働時間全体※

⇒例：１か月35時間を上限
使用者Ａ：法定外労働時間
⇒例：１か月45時間を上限

上限設定の手順①：使用者Aの法定外労働時間と使用者Ｂの労働時間の合計の範囲を決めます

手順②：手順①の合計の範囲内かつ、それぞれの事業場の36協定の範囲内で、それぞれの労働時間の上限を決めます

例：合計１か月80時間まで

※ 使用者Bは労働時間全体を
法定外労働として取り扱います

■労働時間の上限設定

管理モデルの導入後、使用者Ｂは、使用者Ａでの実際の労働時間にかかわらず、自らの事業場の「労働時間全体」を「法定外
労働時間」として、割増賃金を支払います。

これにより、使用者Ａおよび使用者Ｂは副業・兼業の開始後、それぞれあらかじめ設定した労働時間の上限の範囲内で労働さ
せる限り、他の使用者の事業場での実労働時間の把握を要することなく※、労働基準法を守ることができます。

[具体例]

※ 管理モデルにおいては、原則的な労働時間通算の考え方とは異なる順序で通算を行う (詳細は次ページ参照)ことから、使用者Ｂにおいて労働時間

全体に割増賃金を支払えば、使用者Ｂは使用者Ａでの実労働時間を把握する必要がありません。

なお、管理モデルで設定した労働時間の上限を超えて労働させたことで、時間外労働の上限規制（単月100時間未満、複数月
平均80時間以内）を超えるなどの労働基準法違反が発生した場合、管理モデルで設定した労働時間の上限を超えて労働させた
方の使用者が、労働時間通算に関する法違反の責任を問われます。
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管理モデル（簡便な労働時間管理の方法）について②

２

管理モデルの基本的な考え方②

原則どおり、①～④の順で足し合わせると（合計11時間）、③のうちの１時間と④の２時間の

合計３時間が法定外労働に該当し、AとＢはそれぞれ割増賃金を支払うことが必要です。

イメージ図１の事例に管理モデルを当てはめると、原則的な労働時間通算の考え方とは異なる順序で通算が行われます。

その結果、以下のような対応が必要になります。

Ａ：１日８時間を超える労働に対して割増賃金を支払うことが必要です。

Ｂ：労働時間全体を法定外労働時間として取り扱い、合計５時間の割増賃金を支払うことが必要です。

④Ｂ所定外
２時間

法定外労働
割増賃金必要

法定外労働
割増賃金必要

③Ａ所定外
３時間

②Ｂ所定
３時間

うち
１時間

①Ａ所定
３時間

Ａ所定
３時間

Ａ所定外
３時間

Ｂ所定
３時間

労働時間の通算を行わない場合と同様に、Ａは、

１日８時間を超えて労働させるまでの間は、割増

賃金が発生しない

Ｂ所定外
２時間

管理モデルでの
通算の順序

実際の労働の順序

副業・兼業時の「原則的な労働時間通算」と「管理モデル」の違い

例 使用者Ａ（先契約・先労働）：①所定労働時間３時間、③所定外労働３時間
使用者Ｂ（後契約・後労働）：②所定労働時間３時間、④所定外労働２時間 の場合

■原則的な労働時間通算の考え方（イメージ図１）

■管理モデルの考え方（イメージ図２）

法定外労働
割増賃金必要

通算順①イメージ図１での 通算順③ 通算順② 通算順④
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管理モデル（簡便な労働時間管理の方法）について③

3

労働者が副業・兼業を希望する場合、使用者Ａ（先契約）が、副業・兼業先の使用者Ｂ（後契約）に管理モデルの導入を

提案することを想定しています。

使用者Aから使用者Ｂに直接連絡する必要はなく、労働者を通じて導入を提案することもできます。

使用者Ａ 使用者Ｂ

[イメージ図]
管理モデル導入を提案

管理モデル導入に合意

労働者

管理モデルの導入方法

事業場のルールとして、管理モデルによる副業・兼業を原則とすることもできます。ただし、副業・兼業先の使用者が管理

モデルに応じないなど、管理モデルによる副業・兼業が難しい場合でも、使用者と労働者との間で十分にコミュニケーショ

ンをとり、双方納得のいく形で副業・兼業を進めることが重要です。

副業・兼業の開始後のトラブルを防止するため、管理モデルの実施に必要な情報については、各使用者と労働者の３者間で

別添様式例（P.5参照）等を用いて共有しましょう。
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